
 
 
 
 

令 和 ６ 年 １ 月 １ ９ 日 

国土交通省九州地方整備局 

遠 賀 川 河 川 事 務 所 

 

「第９回 遠賀川河口域利用対策協議会」を開催します 

～第 5 期重点的撤去区域の設定について～ 

遠賀川河口域の不法係留船舶の撤去対策については、平成 23 年度から「重点的

撤去区域」を順次設定し、進めているところです。 

これまで、「第 4 期重点的撤去区域」により西川全域を指定し、対策を進めてき

た結果、対策開始前の平成 22年には 775隻あった不法係留船が、令和 5年 10 月時

点で 131 隻まで減少しています。 

残る、江川を含む遠賀川河口域全域を「第 5期重点的撤去区域」に設定すること

について議論するため、下記のとおり「第 9回遠賀川河口域利用対策協議会」を開

催します。 

 

記 

１．日 時 ： 令和６年１月２５日（木） １４：００～１６：００ 

２．場 所 ： 遠賀川地域防災施設（遠賀川水辺館）２階 会議室 

         （直方市溝堀一丁目１－１ 遠賀川河川事務所隣り） 

３．議 題 ： ①遠賀川河口域における不法係留船対策の概要 

          ②不法係留船の現状について 

          ③今後の不法係留船対策について 

４．取 材 ： 公開（取材される報道機関の方は直接会場へお越し下さい） 

５．参 考 ： 遠賀川河口域の不法係留船対策については、当事務所ＨＰにも 

       掲載しています。 

 http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/business/illegal/index.html 

 

【問合せ先】 国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 

副所長    田島 二仁（内線 205） 

占用調整課長 山崎 達郎（内線 341） 

             電話：0949-22-1830（代表）  FAX：0949-23-3487 

 

http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/business/illegal/index.html


第９回 遠賀川河口域利用対策協議会

（記者発表参考資料）

不法係留船対策

令和６年１月１９日
国土交通省 遠賀川河川事務所



遠賀川河口域利用対策協議会について

遠賀川河口域における適正な河川利用を推進するための方策について検討し、提言するこ
とを目的に、平成10年2月発出の河川局長通達「計画的な不法係留船対策の促進につい
て」に則った、学識経験者・関係機関等からなる「遠賀川河口域利用対策協議会」を平成22
年9月に設置。
本協議会からの提言を受け、河川管理者が不法係留船対策に係る計画を推進することして
いる。

遠賀川河口域利用対策協議会委員

ー開催経緯ー

第１回 平成２２年 ９月１６日
第２回 平成２３年 １月２６日
第３回 平成２４年 ２月１７日
第４回 平成２５年 １月２３日
第５回 平成２６年 ８月 ８日
第６回 平成２８年 ４月２６日
第７回 平成３０年 ７月２４日
第８回 令和 元年１２月１９日
第９回 令和 ６年 １月２５日（今回）

機 関 名 役 職
北九州市立大学 名誉教授
九州工業大学 名誉教授
芦 屋 町 副町長
遠 賀 町 副町長
福岡県警察本部 生活経済課長
福岡県 折尾警察署 折尾警察署長
福岡県
県土整備部 河川管理課 河川管理課長

福岡県
北九州県土整備事務所 事務所長

国土交通省
九州地方整備局 河川部 河川保全管理官

国土交通省
九州地方整備局 水政課 水政課長

国土交通省 九州地方整備局
遠賀川河川事務所 事務所長



遠賀川河口域における不法係留船対策の進め方

●遠賀川河口域利用対策協議会
※構成メンバー：学識経験者・地元自治体・警察・河川管理者

等

●河川管理者
※九州地方整備局・福岡県

○船舶所有者又は使用者

●遠賀川下流部利用者会議
※構成メンバー：地元自治体・地域住民・地元漁協・船

舶所有者の代表等

不法係留船対策に係る計画について専門的な議論を行う。

不法係留船対策に係る計画の立案及び実施を行う。

「地域の意見」を不法係留船対策に係る計画に反映する。

①対策（案）の説明

②地域の意見を対策（案）に反映

⑥計画実施の報告

⑥計画実施
の報告

③地域の意見
を反映した対
策（案）の説明

④対策（案）
の承認

⑤計画の実行



重点的撤去区域について

平成23年2月に九州地方整備局と福岡県との連名による策定した『遠賀川河口域における不法係留船に係る計画書』では、
第1期から第5期まで重点的撤去区域を設定・拡大するようになっている。重点的撤去区域に設定された区域では、周辺環境の
維持と治水の安全を確保するため、船舶の係留規制（強制撤去）が徹底される。

段階的に設定する重点的撤去区域（第１期～第５期）

第２期
西川(島津橋～JR橋上流100m)

H24年度 対策完了

撮影：平成26年11月

第４期
西川(0k000～新西川橋)
H26年度～ 対策実施中

第４期（その1）
西川(1k000～新西川橋)
H26～27年度 対策完了

第４期（その2）
西川(0k800～1k000)

平成28～29年度 対策完了

第４期（その3）
西川（0k000～0k800)
令和元年度～ 対策実施中

第１期
西川 高水敷、遠賀川砂浜

H23年度 対策完了

第5期
遠賀川本川・江川
（芦屋汐入川含む）
令和6年度 対策開始

第３期
西川(新西川橋～島津橋)
H25～26年度 対策完了



遠賀川河⼝域における係留船舶数の推移
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西川 遠賀川 吉原川 戸切川 江川

国管理：716隻 県管理：59隻

国管理：583隻 県管理：49隻

国管理：495隻 県管理：39隻

国管理：383隻 県管理：23隻

全 775隻

全 632隻

全 534隻

全 406隻

143隻減

98隻減

128隻減

644隻減

全 312隻
国管理：296隻 県管理：16隻

94隻減

国管理：247隻
全 260隻

52隻減

県管理：13隻

国管理：216隻 県管理：11隻
全 227隻

国管理：190隻 県管理：10隻
全 200隻

国管理：172隻県管理：9隻
全 181隻

27隻減

33隻減

19隻減

全 171隻
国管理：167隻県管理：4隻

10隻減

県管理：7隻
全 160隻

11隻減

国管理：153隻

県管理：7隻国管理：148隻

国管理：134隻 県管理：7隻

全 155隻

5隻減

国管理：122隻県管理：9隻

全 141隻

全 131隻

14隻減

10隻減
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